
ゴミのポイ捨て、不法投棄はやめて

ゴミの分別は適正に！

　車道や山中へのゴミのポイ捨て、家庭ゴミを不法に投棄す
る行為は犯罪です。
　捨てられたゴミは誰かが片付けなければなりません。大変
迷惑なことです。
　不法投棄されているゴミも、きちんと分別すれば町が行う
ゴミ収集に出せるものがほとんどです。「面倒臭いからどこ
かに捨てる」などせず、自分で出したゴミに対して最後まで
責任を持って処理してください。

　夏から秋のシーズンにかけて、山都町ではさまざまなお祭りやイベントなどが行われます。
　また、今年の10月19日～20日には、「全国棚田サミット」が山都町で開催され、全国各地からお客様がお越しに
なります。町外からお越しになる皆様をきれいな町にお迎えし、「山都町ってゴミのないきれいな町だね」と言って
いただけるよう、ゴミのポイ捨て、不法投棄は絶対にしない、きれいで美しい町づくりへのご協力をお願いします。

　調査員が９月上旬から 10月上旬にかけて対象地区を回ります。
　正確な統計を作るために、皆さまのご協力をお願いします。

◆対象地区
　上司尾地区の一部
　北中島大星・小星地区
　下川井野地区、大平地区の一部、尾野尻地区

◆調査は２段階に行われます。
１．準備調査…該当地区の全ての世帯を調査員が回り抽出単位名
簿を作成します。（９月上旬～中旬）
２．実地調査…準備調査で作成した抽出単位名簿から無作為に 15世帯を抽出し、9月末までに再度調査
員がご自宅へ調査票記入のお願いに伺います。（９月末～ 10月 1日）

◆就業構造基本調査とは・・・
　国民の就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造の実態を明らかにする調査です。この調査の結
果は、国の都道府県などの雇用政策、経済政策などの各種行政施策の基礎資料として利用されます。

問い合わせ先　役場　企画振興課（73-0410）

平成 24 年 10 月 1 日に平成 24 年 10 月 1 日に
「就業構造基本調査」「就業構造基本調査」

が実施されます。が実施されます。
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　年々、ゴミを分別することへの関心が高まってきています。
しかし、いまだに燃えるゴミの中に異物が入っていたり、適
正な分別が行われていない違反ゴミが出されたりすることが
あります。
　ゴミ処理場の小峰クリーンセンターでは、ゴミを焼却する
ための燃料や、機械を稼働させるために電力を使ってゴミの
処理を行っています。
　不適切なゴミが出されれば、ムダな燃料や電力を必要とす
るばかりか、貴重な資源として再利用できるものも全てゴミ
として処理されることになります。また、現場で作業にあた
る作業員へ危険がおよび、施設自体にも悪影響を与え、不必
要な修繕費用などもかかります。

　燃えるゴミの中に不燃物などの異物を入れないことはもとより、新聞などの古紙、ビン・缶類、ペットボト
ルなど資源として再利用できるものを適正に分別を行って出していただくことで、焼却処理されるゴミの量が
減り、限られた資源の有効活用と節電につながります。
　一人ひとりが、マナーやルールを守ってゴミを出してください。

○問い合わせ先　役場　住民環境課　環境衛生係　電話72 ｰ 0767

　焼却炉内から手作業で
取り出された金属クズ。
燃えるゴミの中に外から
見えないように隠されて
いたと考えられます。
　このような異物が焼却
炉の中に入ると、焼却炉
の破損につながります。

　ガラス・陶器類で出さ
れたもの。さまざまなも
のが分別されず出されて
います。ビンは蓋を外し、
中身を洗って町のビン収
集日に、電球も町収集日
に出すことで、いずれも
リサイクルできます。
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